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重要事項説明書 
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デイサービスセンターフェニックス 

指定通所介護事業 

介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業 

重要事項説明書 

  

１．指定通所介護サービス［介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業（以下第１号通所事業）］を提

供する事業者について 

事 業 者 名 称 社会福祉法人平成会  

代 表 者 氏 名 理事長 小笠原 卓 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

青森県八戸市湊高台二丁目３番１０号 

０１７８−３５−６３００ 

法人設立年月日 平成１１年４月１日 

 

２．利用者に対してサービス提供を実施する事業所について 

①事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 デイサービスセンターフェニックス 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 

１）指定通所介護事業者 

  指定年月日 令和７年４月１日 

  八戸市指定 第０２７０３０４４８８号 

２）第１号通所事業者 

  指定年月日 令和７年４月１日  

  八戸市指定 第０２７０３０４４８８号 

開 設 年 月 日 令和７年４月１日 

事 業 所 所 在 地 青森県八戸市湊高台二丁目３番１０号 

連 絡 先 ０１７８−３５−６３００ 

管 理 者 名 小笠原 卓 

事業所の通常の 

事業の実施地域 

八戸市（小中野・江陽・柏崎・吹上・大館・東・白銀・湊・白銀南・鮫地区） 

但し、送迎距離や利用者の状況等を総合的に勘案し、通常の事業の実施地域以外

でも送迎を行うことがあります。 

利 用 定 員 ２５名（第 1号通所事業含む） 

 

②事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態［要

支援・事業対象者］の高齢者等に対し、適正な指定通所介護［第１号通所事業］を

提供することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

１）指定通所介護事業所の従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び生活機能

の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常

生活の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 

２）第１号通所事業の提供に当たっては、事業所の従業者は、要支援者事業対象者

が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう

に、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機

能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すもの

とする。 

 

③事業所の設備の概要 

定 員 ２５名 休憩室（和室） １３．３８８㎡ 

食 堂 １２２．６５０㎡ 相 談 室 １１．４７５㎡ 

機能訓練室 ３０．１０５㎡ 介 護 教 育 室 １３．６１３㎡ 

浴 室 

（一般浴槽室） 

（特殊浴槽室） 

５９．９８８㎡ 送 迎 車 ３台 



 

④事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

⑤サービス提供時間 

サービス提供日 
月曜日から土曜日 

年末年始（１２月３１日～１月２日）を除き、毎日とします。 

サービス提供時間 ９時３０分～１６時４５分 

 

⑥事業所の職員体制 

職種 員 数 職務の内容 

管理者 １名 

従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うと

ともに、法令等において規定されている指定通所介護［第１号通所事業］

の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命

令を行う。 

生活相談員 １名以上 

事業所に対する指定通所介護［第１号通所事業］の利用の申し込みに係

る調整、利用者の生活の向上を図るための適切な相談・援助等と行い、

また他の従業者と協力して通所介護計画［介護予防通所介護計画］の作

成等を行う。 

看護職員 １名以上 
看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。 

（機能訓練指導員と兼務） 

介護職員 ３名以上 利用者の心身の状況に応じ、必要な介護を行う。 

機能訓練 

指導員 
１名以上 

日常生活を営むのに必要な機能の減退防止するための訓練指導、助言を

行う。（看護職員と兼務） 

事務職員 １名 事務職員は、必要な事務を行う。 

 

３．提供するサービスの内容について 

①介護保険の給付対象となるサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

送  迎 

１）原則として、玄関の中までのお迎え、お送りをいたします。 

身体的・環境的等の諸事情がある場合は本人・家族・介護支援専門員

と話し合い、可能な範囲での送迎サービスを提供します。 

２）送迎時間につきましては、連絡帳へ記載しております。交通事情等で

１５分以上到着が遅れる場合があります。その際は事業所から電話連

絡いたします。 

３）利用者の体調不良を除き、準備等ができていない場合、他の利用者に

ご迷惑を掛けてしまいますので、長時間待機することはできません。

本人、家族のご協力をお願いします。 

４）乗車中は、安全のため全席シートベルトの着用をお願いします。 

５）安全運転を心がけておりますが、道路状況により車両が大きく揺れる

場合や、やむを得ない事情により急ブレーキをかけることがあります

ので、あらかじめご了承ください。 

６）自宅以外の送迎や、送迎中の途中降車は原則として行いません。 

利用者の自宅と事業所間の送迎を原則としますが、運営上支障がなく、

利用者の居住実態（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当

該場所への送迎を可能とします。 

日常生活上

の世話 

食事の提供

及び介助 

栄養士が立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を

考慮した食事を提供します。 

１）準備、後始末の介助 

２）食事摂取の介助 

３）その他必要な食事の介助 

営 業 日 
月曜日から土曜日 

年末年始（１２月３１日～１月２日）を除き、毎日とします。 

営 業 時 間 ８時３０分～１７時３０分 



 

入浴の提供

及び介助 

家庭において入浴が困難な利用者に対して、入浴または清拭を行います。 

１）衣類着脱の介助 

２）身体の清拭、洗髪、洗身 

３）その他必要な入浴の介助 

また、居宅において入浴ができるようになることを希望する等の条件に該

当する場合、職員が居宅を訪問し、把握した浴室環境を踏まえた入浴介助

計画の作成と、計画に沿った支援を行います 

排泄の介助 日常生活動作の程度、身体状況に応じた排泄介助を行います。 

個別機能訓練 

（指定通所介護） 

機能訓練指導員が利用者の居宅を訪問し、把握したニーズと生活状況を参

考に、他職種共同で個別機能訓練計画を作成し、５人程度以下の小集団ま

たは個別での訓練を実施します。３ヶ月に１回以上、利用者の居宅を訪問

した上で生活状況を確認するとともに、訓練の進捗状況を評価し、利用者

またはその家族に説明の上、必要に応じて計画の見直しを行います。 

口腔機能向上 

口腔機能が低下している、またはそのおそれのある利用者に対し、利用開

始時に口腔機能を把握し、看護職員その他の職種の者が共同して利用者ご

との口腔機能改善管理指導計画を作成し、個別的な口腔清掃の指導もしく

は実施、または摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施により口

腔機能の向上を図ります。 

（指定通所介護は期間３ヶ月において月２回まで） 

サービス提供体制強化（I） 
介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が７０％以上、または勤続１０

年以上の介護福祉士が２５％以上の場合算定します。 

介護職員等処遇改善加算 

（Ⅰロ） 

事業所が介護職員等の資質向上及び職場環境の改善等の要件を満たした場

合に算定します。 

 

４．サービス利用料金と支払い方法について 

①指定通所介護利用料（要介護１〜５の方） 

１）１回のご利用料金（基本サービス提供時間：１回につき７時間以上８時間未満）  

※市区町村から発行された介護保険負担割合証に基づき、利用者負担額が１割・２割・３割となります。 

※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所介護計 

画に位置付けられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間によることとされており、実際のサー 

ビス提供が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には、計画上の単位数を算定して差し 

支えないものとします。 

※上記「やむを得ず短くなった場合」とは、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況 

の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当します。なお、ある 

サービス提供日におけるサービス提供時間数が、利用者の希望又は心身の状況により、計画上の所要時

間よりも大きく短縮した場合には、その日に係る通所介護計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた

単位数を算定します。 

  ※入浴介助加算（Ⅰ）とは、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定します。 

  ※該当者は入浴介助加算（Ⅱ）（５５単位）を選択できます。居宅において入浴ができるようになることを

目的に、職員が居宅を訪問し、把握した浴室環境を踏まえた入浴介助計画の作成と、計画に沿った支援

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本サービス費 

（７時間以上８時間未満） 
６５８ ７７７ ９００ １，０２３ １，１４８ 

加算 

入浴介助（Ⅰ） ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

個別機能訓練（Ⅰ）イ ５６ ５６ ５６ ５６ ５６ 

サービス提供体制強化（Ⅰ） ２２ ２２ ２２ ２２ ２２ 

単位数合計 ７７６ ８９５ １，０１８ １，１４１ １，２６６ 

利用料金合計 ７，７６０ ８，９５０ １０，１８０ １１，４１０ １２，６６０ 

利用者負担額（１割負担） ７７６ ８９５ １，０１８ １，１４１ １，２６６ 

利用者負担額（２割負担） １，５５２ １，７９０ ２，０３６ ２，２８２ ２，５３２ 

利用者負担額（３割負担） ２，３２８ ２，６８５ ３，０５４ ３，４２３ ３，７９８ 



 

を行います。 

 

２）口腔機能向上を目的とした訓練を個別に実施した場合、口腔機能向上加算が適用されます。 

（原則３ヶ月以内、月２回程度、該当者のみ） 

１回の実施につき 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

口腔機能向上加算（I） １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

 

３）同一建物（ケアハウス青い鳥または生活支援ハウスアイビス）より通所される方は、同一建物減算が

適用されます。 

１日につき 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

同一建物減算 −９４ −９４ −９４ −９４ −９４ 

 

４）同一建物以外にお住まいの方が自ら通う場合や家族等が送迎を行う場合は、送迎減算が適用されます。 

片道につき 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

送迎減算 −４７ −４７ −４７ −４７ −４７ 

 

５）基本サービス費及び加算・減算の合計単位数に対し、介護職員等処遇改善加算Ⅰロが加算されます。 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ） 総単位数の１０００分の１２０に相当する単位数／月 

 

 

②第１号通所事業利用料（事業対象者、要支援１・２の方） 

１）１ヶ月のご利用料金（基本サービス提供時間：１回につき７時間以上８時間未満） 

 
事業対象者、要支援１ 事業対象者、要支援２ 

基本サービス費 １，７９８ ３，６２１ 

サービス提供体制強化加算（I） ８８ １７６ 

単位数合計 １，８８６ ３，７９７ 

   

利用料金合計 １８，８６０ ３７，９７０ 

利用者負担額（１割負担） １，８８６ ３，７９７ 

利用者負担額（２割負担） ３，７７２ ７，５９４ 

利用者負担額（３割負担） ５，６５８ １１，３９１ 

  ※市区町村から交付された介護保険負担割合証に基づき、利用者負担額が１割・２割・３割となります。 

 

２）口腔機能向上を目的とした訓練を個別に実施した場合、口腔機能向上加算が適用されます。 

（該当者のみ） 

１ヶ月につき 事業対象者、要支援１ 事業対象者、要支援２ 

口腔機能向上加算（I） １５０ １５０ 

 

３）同一建物（ケアハウス青い鳥または生活支援ハウスアイビス）より通所される方は、同一建物減算が

適用されます。 

１ヶ月につき 事業対象者、要支援１ 事業対象者、要支援２ 

同一建物減算 −３７６ −７５２ 

 

４）同一建物以外にお住まいの方が自ら通う場合や家族等が送迎を行う場合は、送迎減算が適用されます。 

片道につき 事業対象者、要支援１ 事業対象者、要支援２ 

送迎減算 
－４７ 

（月３７６単位の範囲内で減算） 

－４７ 

（月７５２単位の範囲内で減算） 

 



 

５）基本サービス費及び加算・減算の合計単位数に対し、介護職員等処遇改善加算Ⅰロが加算されます。 

１ヶ月につき 事業対象者、要支援１ 事業対象者、要支援２ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ） 総単位数の１０００分の１２０に相当する単位数／月 

 

③留意事項 

１）介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

２）利用者がまだ認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきま

す。認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅

サービス計画［介護予防サービス計画］が作成されていない場合でも償還払いとなる場合、利用者が

保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

３）上記利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改訂された場合は、これら利用料金

も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい利用料金を書面でお知らせします。 

 

④介護保険の給付の対象とならないサービス 

１）以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担になります。 

介護保険の給付の対象と

ならないサービス 
介護保険の給付の対象とならないサービスの料金 

食事の提供 

昼食１食６００円 

※食事提供２時間前までの体調不良等による食事の取り消しに関して

は、食費はいただきません。 

※食事の持ち込み・持ち帰りに関しては、食中毒発生等の問題があるた

め、ご遠慮くださいますようお願いいたします。 

個別の希望により実施・ 

参加するものに係る 

諸経費 

利用者の個別の希望により実施・参加するアクティビティサービス等に係

る諸経費（手芸の材料費や商品購入代金等）については、利用者の実費負

担となります。 

複写物の交付 

Ａ４コピー白黒…１枚につき２０円 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写

物を必要とする場合は実費をいただきます。 

おむつ代 

リハビリパンツ１枚…Ｍサイズ  ８６円 

          Ｌサイズ  ９６円 

          ＬＬサイズ１０９円 

尿とりパッド １枚…２４円 

利用者の希望によりおむつ等を提供した場合は、上記の料金をいただきます。 

 

２）上記１）については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す

ることがあります。その場合、事前に変更の内容と事由について変更を行う２ヶ月前までにご説明い

たします。 

 

３）理美容サービス 

  希望により、理美容師の訪問による理美容サービスを受けることができます。料金が別途かかります

ので、理美容師が定める料金を直接理美容師にお支払いいただきます。理美容サービスを受けた場合

の利用日の基本サービス費は、通常の基本サービス提供時間（７時間以上８時間未満）から理美容サー

ビスを受けた時間を差し引いたサービス提供時間での基本サービス費を請求いたします。 

 

⑤お支払い方法 

  上記①〜④の利用料（利用者負担分の金額）（理美容サービス料金は除く）は、１ヶ月ごとにまとめて、サー

ビスを利用した月の翌月１０日頃に請求いたします。利用料は、毎月２６日（金融機関休業日の場合は翌

営業日）に利用者が指定する金融機関の口座から口座振替（自動引き落とし）します。振替手数料は、利

用者負担となります。口座の残高不足により振替できない場合であっても、振替手数料がかかりますので、

残高が不足しないようご注意ください。お支払いが確認できましたら、領収書を発行いたします。 

 



 

⑥利用の中止、変更、追加 

１）利用予定日の前に利用者の都合により、利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追

加することができます。この場合にはサービスの実施前の前日までに事業所に申し出て下さい。 

２）サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者が希望する日にサービ

スの提供が出来ない場合、他の利用可能日を利用者に提示して協議します。 

 

５．緊急時の対応 

①事業所は、利用者に対し、受診が必要と認める場合、協力医療機関または協力歯科医療機関での診療を依

頼することがあります。 

 

②事業所は、利用者に対し、指定通所介護［第１号通所事業］での対応が困難な状態、または、専門的な医

学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

 

③前２項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、事業所は、利用者及び扶養者が指定す

る者（主治医・救急隊・家族・介護支援専門員等）に対し、緊急に連絡します。 

・協力医療機関 

    八戸平和病院（内科・総合診療科・整形外科・消化器内科・泌尿器科・麻酔科・眼科） 

           住所：八戸市湊高台二丁目４－６ 

           電話：０１７８－３１－２２２２ 

   ・協力歯科医療機関 

    栗田歯科（歯科） 

           住所：八戸市湊高台四丁目２－１５ 

           電話：０１７８－３４－２１７０ 

 

６．事故発生時の対応 

①サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、

速やかに利用者がお住まいの市町村、家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。 

②事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐた

めの対策を講じます。 

③事業所の介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いた

します。（当事業所は損害保険ジャパン株式会社と損害賠償保険契約を結んでおります。） 

 

７．非常災害対策 

①防災設備 消火器具、自動火災報知設備、非常警報器具（放送設備）、誘導灯、消防機関へ通報する火災報知設備 

②防災訓練 年２回 

  事業所は、訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとします。 

 

８．個人情報の取り扱いについて 

①事業所とその職員（職員であった者）は、業務上知り得た利用者または扶養者若しくはその家族等に関す

る事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。但し、次の各号についての情報提供については、当施

設は利用者及び扶養者から、予め文書で同意を得た上で行うこととします。 

②事業所は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を

提供できるものとします。 

③前２項にかかわらず、事業所は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、介護保険法第２３条に基

づくもののほか、利用者の居宅サービス計画［介護予防サービス計画］等立案のためのサービス担当者会

議並びに、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター及び介護サービス事業所等との連絡調整において

必要な場合に限り、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、必要な範囲内で利用者

または、利用者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

④事業所は、事業所の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者またはその家族の秘密及び個人情報を漏ら

すことがないよう必要な処置を講じます。 



 

⑤事業所は、指定通所介護［第１号通所事業］の質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等にお

いて、利用者の個人を特定できないよう仮名等を使用し、使用できるものとします。 

⑥第１項の規定にかかわらず、事業所は、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律

（平成１７年法律１２４号）に定める通報ができるものとし、その場合、事業所は秘密保持義務違反の責

任を負わないものとします。 

 

９．苦情の受付について 

①苦情の受付 

  当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

受付時間  毎週 月曜日から土曜日 

    （但し、１２月３１日～１月２日までを除く） 

８時３０分から１７時３０分まで 

 

②利用者相談又は苦情処理常設窓口 

常設窓口 ： 八戸市湊高台二丁目３－１０ 

          デイサービスセンターフェニックス 

          電話番号 ０１７８－３５－６３００ 

         ＦＡＸ  ０１７８－３５－３３６６ 

担 当 者 ： 生活相談員 

 

③苦情処理体制 

１）各業務内容により担当責任者を設置し、責任の所在を明確にし、これに対応します。 

２）各責任者は、苦情・相談に対して懇切丁寧な説明を行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し

て理解しやすいように説明を行います。 

３）下記に示す担当責任者は、職員に対して苦情の再発防止や業務改善に係る指導義務を有します。 

苦情内容 担当責任者（管理内容） 

施設管理上の問題 管理者        

利用手続きの問題・実施内容に係る問題 生活相談員      

日常機能訓練上の問題 機能訓練指導員    

介護上の問題 ケアリーダー     

看護・衛生管理上の問題 看護リーダー     

送迎に関する事柄 

施設内安全管理、その他 
車輌管理者      

 

④第三者委員を下記のとおりとします。 

□□ □□ 

□□ □□ 

 

⑤処理手順 

１）苦情は、面接・電話などにより利用者相談または苦情処理常設窓口にて随時受け付けます。なお、第

三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

２）苦情又は相談を受けた者は担当者である生活相談員へ連絡を行います。 

３）生活相談員はその苦情・相談内容により、上記体制に示す管理者と担当責任者に報告し、第三者委員

にも報告します（苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）。 

４）管理者は各担当責任者を招集し、臨時会議を開催します。 

５）生活相談員は、苦情内容・相談内容の再発防止及び業務改善に結びつけるべく、管理者が招集する臨

時会議にて各担当責任者と検討し対策を講じます。また、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決



 

に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

６）上記の初期対策後に解決困難なケースは、平成会理事会、評議員会、第三者委員へ委ねます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥その他注意事項 

１）医学的根拠に関連する事項は、すべて各主治医の判断及び指示を仰ぎ対処します。  

２）当事業所以外に、お住まいの市町村又は青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等に苦情を

伝えることができます。 

ア 八戸市 介護保険課 介護事業者グループ      ０１７８－４３－９２９２ 

イ 青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会）  ０１７－７２３－１３０１ 

 

１０．虐待の防止について 

①事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

②虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 生活相談員      

③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図って

います。 

④虐待防止のための指針の整備をしています。 

⑤従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑥サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

１１．身体拘束について 

  事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合な

ど、利用者本人または他利用者等の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者及び家

族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最低限の範囲内で行うことがあります。

その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また、事業者として身体

報告 

報告 

解決 

 

苦情 

申立人 

事業所窓口 

苦情担当者 

（生活相談員） 

・管理者（報告受けた後 

臨時会議を開催） 

・第三者委員（申立人が報告を拒否

した場合を除く） 

苦情申立人へ説明・話し合い 

（第三者委員の立ち会い可） 

事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示 

第三者委員 

苦情 

報告 

・平成会理事会 

・平成会評議員会 

・第三者委員 

解決困難の場合 



 

拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

①緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えら

れる場合に限ります。 

②非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止すること

ができない場合に限ります。 

③一時性…利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘

束を解きます。 

 

１２．衛生管理及び従業者の健康管理等 

①事業所は、指定通所介護［第１号通所事業］に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常

に衛生管理に十分留意するものとします。 

②事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健康診断を受

診させるものとします。 

③事業所において感染症が発生、またはまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるとともに必要に

応じて保健所の助言、指導を求めるものとします。 

④感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を

図ります。 

⑤感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

⑥従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１３．地域との連携について 

①運営に当たって、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めま

す。 

②事業所は、指定通所介護［第１号通所事業］の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサー

ビスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスを提供するよう努める

ものとします。 

 

１４．業務継続計画の策定等について 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護［第 1号通所事業］の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該

業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１５．サービス利用に当たっての留意事項 

①サービスの利用中に気分が悪くなった時はすぐにお申し出ください。 

②複数の利用者が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いいたします。 

③体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなった時は、できる限り早めに担当の居宅介護支援

事業所［地域包括支援センター］等または当事業所の担当者へご連絡ください。 

④利用者及びその家族等による、事業所の従業者もしくは他の利用者に対するハラスメントにより、事業者

との信頼関係が著しく害され、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合は、契約書第１４条第

４項、契約書第２１条第４項、本会が定めるカスタマーハラスメントに対する行動指針により、本契約を

解除することがあります。 

  

１６．その他 

①本会は、全ての指定通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとします。また、従業者の資質向上の

ために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備します。 



 

１）採用時研修 採用後３か月以内 

２）継続研修  年２回 

②従業者は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者から求められたときは、これを提示する

ものとします。 

③事業所は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を

整備するものとします。 

④本会は、適切な指定通所介護［第１号通所事業］の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


